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１．はじめに 
 基本健診等の保健事業は、これまで老人保健法等に基づき市町村を中心に実施してきました。

しかし、生活習慣病対策による医療費適正化効果の直接的な恩恵を亨受できること、また対象

者の把握が比較的容易であり健診・保健指導の確実な実施が期待できることから、平成２０年

度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者の役割として、特定健康診

査・特定保健指導（以下それぞれ「特定健診」「特定保健指導」という）の義務を担うことにな

りました。 
 国民健康保険の医療保険者として、国民健康保険被保険者の健康的な生活習慣を確立し、生

涯を通じた健康づくりが行えるよう特定健診・特定保健指導を効率的かつ効果的に実施するた

め本計画を策定するものです。 
 
 
 
 
【山辺町国民健康保険被保険者の健康の現状】 
 
 山辺町は、山形盆地の西部に位置し、県都山形市に隣接する人口 15,515人（平成１９年５月
３１日現在）の町です。 
平成１７年の国勢調査による人口動態に基づいて算出された山辺町の平均年齢は男性 44.8

歳、女性 48.3歳であり、いずれも山形県平均を上回っています。また、平成１５年における平
均寿命（※１）は男性 79.5歳（県８位）、女性 87歳（県１位）となっており、健康寿命（※２）
は男性 77.2歳、女性 82.3歳と県内上位を占めています。また、総人口に占める６５歳以上人
口は 26,2％となっており、人口の約４人にひとりは６５歳以上となっています。平成１７年の
死因では、死亡総数１７３人のうち心疾患（４４人）、脳血管疾患（１８人）など循環器系疾患

の占める割合が全体の 37％と大きくなっています。 
 山辺町国民健康保険は、被保険者数 5,241人（平成１９年５月３１日現在）、町総人口の 33.8％
を占めています。これは、町民約３人に１人が国民健康保険に加入していることになります。 
平成１８年度の基本健康診査の状況（別表１）をみると、健診結果のうち、循環器系（血圧・

心電図・糖尿病）の要指導・要医療の割合は県平均を若干上回っています。 
また、平成１９年５月診療分の主な疾病状況をみると、件数は糖尿病、循環器系が 35,7％と

県計 27,7％を大きく上回り、診療費も同じように県計を大きく上回っています。（別表２・３）
これらの疾病は、長期化や、合併症への進行が多く、国保財政を圧迫している状況にあります。 
 このため、生活習慣の改善により、若いときからの糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、

生活習慣病の発症しない境界域の段階で留めることができれば、通院患者を減らすことができ、

更には重症化や合併症に発症を抑えることができます。疾病の重症化予防と町民の健康度が高

まり、ひいては医療費の伸びの抑制（低下）を実現できると考えられます。 
※ １平均寿命・健康寿命：平成１９年度山形県市町村国民健康保険と老人医療費の動向より 
※ ２健康寿命：認知症または、寝たきりにならない状態で生活できる期間 

 
 
 
【実施方法】 
 
 特定健診は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリ

ックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要と

する者を的確に抽出するために実施します。 
また、重大な心疾患や脳血管疾患を早期に発見するため、山辺町では基本的な特定健診に加

え、心電図・眼底・貧血などを加えた健診も実施します。 
早い時期・段階に介入し行動変容、改善を図るために、特定保健指導を実施します。 

 
 



  

【年次目標】 
 
 この計画は、５年を一期とした平成２４年度までのもので、表１の通り目標値を定めます。

なお、平成２３年度までは毎年見直しを行います。 
 
表１ 山辺町の目標値 
 
      ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

特定健康診査受診率 

（又は結果把握率）  
45% 50% 55% 60% 65% 

特定保健指導実施率 

（又は結果把握率）  
25% 30% 35% 40% 45% 

内臓脂肪症候群の該当者 

・予備群の減少率 
％ ％ ％ ％ 10% 

 
注） 「内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率」は、平成２０年度に設定 
 
 
２．特定健康診査等の対象者 
【対象者】 
 特定健診等の対象者は、年齢が４０歳から７４歳までの山辺町国民健康保険の加入者です。

対象となる方の人数は、平成１９年度２，９３４人だったのが平成２４年度２，８５４人にな

るものと見込まれます。（表２参照） 
 
表２ 国保被保険者総数推計 
 

年齢区分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

４０ － ６４ 1,483 1,446 1,414 1,386 1,365 

６５ － ７４ 1,421 1,436 1,453 1,471 1,489 

総    数 2,904 2,882 2,867 2,857 2,854 

 
 なお、厚生労働大臣が定める特定健診の対象外は次の通りです。 
 
○ 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（仮称）の規定に基づき厚生労働大臣

が定める者 
 
（内容） 
 特定健康診査の実施の対象外となる者を次の１～６に該当する者とする。 

１ 妊産婦 
２ 刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者 
３ 国内に住所を有しない者 
４ 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者 
５ 病院又は診療所に６ヶ月以上継続して入院している者 
６ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５５条第１項第２号

から第５号までに規定する施設に入所又は入居している者 
 



  

 
３．特定健診・特定保健指導の実施方法 
（１）実施場所・実施項目・実施時期と期間 

  特定健診を受ける際には、町内各地区ごとに､山辺町保健福祉センター「輝らりやまのべ」

又は、結核成人病予防協会山形検診センターにおいて行います。日程が合わない場合は、別

の地区の日時に受診していただくことも可能です。 
  実施項目は次のとおりとします。 

○ 基本項目  １）診察（身長・体重等） 
           ２）脂質（中性脂肪・ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・ＬＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ） 
            ３）肝機能（ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ―ＧＴＰ） 
            ４）代謝系（尿糖（尿蛋白含む）・空腹時血糖・ＨｂＡ１ｃ） 
  ○ 追加項目  １）血液一般（赤血球・血色素・ヘマトクリット） 
          ２）心電図（１２誘導心電図） 
          ３）眼底検査（片眼） 
 

特定健診実施時期は年度ごと更新し、平成２０年度は別紙のとおりとします。（別紙３） 
 

 （２）特定健診・特定保健指導の委託や契約形態等 
  日時においても被保険者の利便性等を考慮し、健診機関への委託を行います。 
  

① 契約形態 
    山辺町の契約に関する規則のとおりとします。 
    健診を行う選定基準を考慮しながら、契約の性質又は目的が競争に適さない場合（不

適条項随契（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）に該当するため、健診機

関と随意契約を結びます。 
 

② 特定健診委託基準 
    特定健診の委託については、受診者の利便性を考慮し、厚生労働大臣が定める告示 

（別紙１）のとおりとします。 
 

③ 健診結果のデータの授受及び委託料の支払い等 
    特定健診を受診した山辺町国民健康保険の被保険者の健診結果のデータ授受及び管理

については、事務処理の効率化を図る観点から、山形県国民健康保険団体連合会に委託

します。 
    また、健診に要する費用については、健診機関に直接支払うものとします。 
 
（３）健診の周知や案内の方法 

   特定健診については、実施場所・時間等を広報紙や町のホームページに掲載すると共に、

保健事業等の機会をとらえ案内します。さらに、受診希望者には健診を受ける１ヶ月前ま

でに、予診票等を郵送します。予診票（被保険者証番号入り）をもって受診券の代用とし

ます。 
   受診の際は健康保険証を持参する必要があります。 

 なお、年度途中での転入者に対しては、窓口で確認し予診票（受診券に変わるもの）を

送付いたします。 
   また、健診の結果によって、内臓脂肪症候群・予備群を対象に特定保健指導を実施しま

す。特定保健指導には、利用券を使用します。 
 
（４）事業主健診等他の健診受診者の健診データをデータ保有者から受領する方法 

    事前に事業主健診等において、特定健康診査に相当する項目を受診すると見込まれる

方、受診された方、年度途中に山辺町国保に加入された方及び他の医療保険に移動され

た方は、山辺町保健福祉課国保医療係まで御連絡願います。 



    山辺町保健福祉課国保医療係 ℡６６７－１１０７ 
特定健診の項目に該当する結果記録は、随時当該事業者等から提供を受けます。 

    その際、当該事業者等に対し、当該情報の提供に要した実費について支払うものとし

ます。 
 
 
（５）特定保健指導の対象者の抽出と案内 
  特定保健指導の対象者は、階層化による自動判定及び健診機関の医師による総合的な

判断に基づき抽出された対象者リストに基づき、当該リストの全員に案内します。 
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※ただし、糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者は最終的に積極的支援及び動機付け
支援から除く。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
（６）実施に関する年間スケジュール 
 実施に関する年間スケジュールは次の通りです。 
 平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日までの１年分です。 
 

 平成２０年度 平成２１年度 
４月 

 
 
 

健診対象者の抽出       ↓ 
                  健診機関との契約 
 
人間ドック受診希望確認 

  【平成２０年度の繰り返し】 
 
   健診機関との契約 
 

５月 
 
 

 
健診票の送付 
 

 
前年度分の健診データ抽出 
 

 
６月 

 
 

 
 
特定健診（集団）開始 
 

 
実施率等・実施実績の算出 
国への報告 
実施成績の分析 

７月 
 
 
 
 

人間ドック開始 
（健診データ受け取り） 
費用決済         保健指導対象者抽出 
             特定保健指導開始 
                〃  データ入力 

   
 
 
 
 

８月 
 

 
 

 

９月 
 

 
 

 

10月 
 

 
 

 

11月  
  
 
 

 
特定健診・人間ドック終了 
 
            実施方法・委託先見直し 

 

12月 
 

健診データ受取 
 

 

１月 
 

費用決済（最終） 
        

 

２月 
 

健診世帯調査 
               次年度健診・保健指導実施

スケジュール作成 
 

 

３月 次年度特定健診受診予定者把握 
特定保健指導終了 
        特定健診実施検討委員会 

 

 
 
 
 
 
 

  



  

４．個人情報の保護 
 特定健診や特定保健指導の情報の取り扱いに当たり、個人情報保護の観点から、山辺町個人

情報保護条例に基づき個人情報を取り扱い、職員の義務（データの正確性、漏洩防止措置、委

託先の監督）について周知を図ります。 
データの保管方法及び保管体制については、山辺町情報セキュリティーとの整合性をはかり

ながら、セキュリティ管理責任者をおいてその漏洩・滅失・損傷等の防止に必要な措置を講じ

ます。 
 また、特定健診・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的外使用

の禁止等を契約書に定め、委託先の契約遵守状況を管理します。 
  
 データの処理は山形県国民健康保険団体連合会に委託します。外部委託をするにあたり定期

的に管理・監督をします。（年２回以上） 
 
 
 
５．特定健診等実施計画の公表・周知 
 ①広報及び周知の方法 
   この計画については、町のホームページ及び広報紙等に掲載することにより周知を図り

ます。 
 ②趣旨の普及啓発の方法 
   特定健診等の趣旨の普及については、特定健診等も盛り込んだ平成２０年度からの国民

健康保険制度改正のリーフレットを、すべての山辺町国民健康保険加入世帯に配布すると

ともに、町のホームページ及び広報紙等にも掲載し啓発します。 
 
 
 
６．特定健診等実施計画の評価及び見直し 
 特定健診等実施計画の評価は、健康診査・保健指導の方法、内容、結果等について、生活習

慣病・予備群の減少や医療費適正化への効果、目標数値との連動性を考慮し評価を行います。 
 具体的には、別紙２の通りです。 
特定健診等実施計画の見直しに対しては、前述の評価に基づき、特定健診に関わる内容とし

て、委託先機関及び委託内容は適当であったか、健診時期や健診の案内方法は適切であったか

等、保健指導に関わる内容として対象者選定の優先内容や保健指導プログラム内容は適切だっ

たか等について、関係部署の代表者で構成する「特定健康診査等実施検討委員会」にて、事業

終了後の毎年（平成２３年度まで）検討を行います。 
 
 
 
７．その他、特定健診等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項 
① 人間ドック事業は従来どおり実施します。その場合、特定健診等は人間ドックの中で実
施します。 

② 生活機能評価（６５歳～７４歳）・健康増進法による検診（がん検診・肝炎ウイルス検診）
を同時に実施します。 

 ③ 本事業の実施に関し、必要と思われる研修等を事業従事者に対し随時行います。 
 ④ 特定健診・特定保健指導委託機関との連絡調整・担当者会議等は、随時行います。 
 
 
 



  

（別紙１） 
 
【選定基準】 
１）人員に関する基準 
 ａ 特定健康診査を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確保され

ていること。 
 ｂ 常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障がない場合は、健康診査機関の

他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 
 
２）施設又は設備等に関する基準 
 ａ 特定健康診査を適切に実施するために、必要な施設及び設備を有していること。 
 ｂ 検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が確保

されていること。 
 ｃ 救急時における応急処置のための体制を整えていること。 
 ｄ 健康増進法（平成十四年法律第百三号）第二十五条に定める受動喫煙の防止措置が講じ

られていること（医療機関においては、患者の特性に配慮すること。） 
 
３）精度管理に関する基準 
 ａ 特定健康診査の健診項目について内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証

されていること。 
 ｂ 外部精度管理調査を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結果であること。 
 ｃ 特定健康診査の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 
 ｄ 検査の全部又は一部を外部に委託する場合には、委託を受けた事業者において、ａから

ｃまでの措置が講じられるよう適切な管理を行うこと。 
 
４）健診結果等の情報の取扱いに関する基準 
 ａ 特定健康診査に関する電磁的記録を作成し、保険者に対して当該電磁的記録を安全かつ

速やかに提出すること。 
 ｂ 特定健康診査の受診者本人への通知に関しては、受診者における特定健康診査の結果の

経年管理に資する形式により行われるようにすること。 
 ｃ 受診者の特定健康診査結果等の保存及び管理が適切になされていること。 
 ｄ 法第三十条及び第百六十七条第一項に規定する秘密保持規定を遵守すること。 
 ｅ 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）及びこれに基づくガイドラ

イン等を遵守すること。 
 ｆ 保険者の委託を受けて特定健康診査の結果を保存する場合には「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」（平成十七年三月厚生労働省）を遵守すること。 
 ｇ 健診結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定健康診査の結果に係る情報を

外部に提供する場合には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供するとともに、提

供に当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、当

該個人情報を匿名化すること。 
 
５）運営等に関する基準 
 ａ 対象者の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健康診査を実施する

など、利用者の利便性に配慮した取組を行い、特定健康診査の受診率を上げるよう取り

組むこと。 
 ｂ 保険者の求めに応じ、保険者が適切な特定健康診査の実施状況を確認する上で必要な資

料の提出等を速やかに行うこと。 
 ｃ 特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の

向上に努めること。 



  

 ｄ 特定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。 
 ｅ 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約において、

再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明記させること。 
 ｆ 次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、当該規程の概要を、保

険者及び受診者が容易に確認できる方法（ホームページ上での掲載等）を通じて、幅広

く周知すること。 
（一） 事業の目的及び運営の方針 
（二） 従業者の職種、員数及び職務の内容 
（三） 特定健康診査の実施日及び実施時間 
（四） 健康診断の内容及び価格その他の費用の額 
（五） 通常の事業の実施地域 
（六） 緊急時における対応 
（七） その他運営に関する重要事項 

 
 ｇ 特定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査受診者から求めら

れたときは、これを提示すること。 
 ｈ 特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、

健康診断機関の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うこと。 
 ｉ 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 
 ｊ 特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、

当該苦情の内容等を記録すること。 
 ｋ 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



（別紙２） 
 
 
対 象      評価項目         評価指標        評価手段       評価時期 

健  個人  毎年の健診受診状況    健診受診状況       健診データ       毎年 
 診                   健診結果数値 

判定項目 
 
    集団  毎年の健診受診状況    健診受診状況       健診データ       毎年 
                     （性、各年代別） 
 
    事業  健診の周知、案内方法   健診受診率        健診データ       毎年 
        健診時期、健診委託先   対象者の満足度      アンケート      
        健診項目、内容      自己負担費用と保険料   保険料への影響    
        健診費用         
 
 保  個人  意欲向上、知識獲得    行動変容ステージの変   生活習慣質問表     ６カ月後 
 健      運動・食事・喫煙・    化            客観的観察       １年後 
 指      飲食等の行動変容     生活習慣改善状況     自己記録表       以後もフォロー 
 導      自己効力感 
 
        健診データの改善     肥満度（腹囲、ＢＭＩ）  健診データ       動機付け、積極的 
                     血液検査（糖、脂質）               支援対象者は経過 
                     血圧、メタボリックシ               観察または評価時 
                   ンドロームリスク個数               １年後 
                     禁煙 
 
    集団  運動、食事、喫煙     集団の生活状況改善度   生活習慣質問表     毎年 
        飲食等の行動変容                  客観的観察 
                                  自己記録表 
         
        対象者の健康状態の    肥満度（腹囲、ＢＭＩ）  健診データ       毎年 
        改善           血液検査（糖、脂質）   疾病統計 
                     血圧、メタボリックシ  
                     ンドロームリスク個数  
                     禁煙 
 
        対象者の医療費      医療費          レセプトデータ     毎年 
                     (全体、生活習慣病 
                     関連） 
        
 保  事業  保健指導のスキル     生活習慣改善度      カンファレンス     保健指導後のカン 
 健      保健指導の支援材料    対象者の満足度      保健指導過程の     ファレンス時 
 指      保健指導の記録                   振り返り        年度事業終了時 
 導                                アンケート 
 
        社会資源の有効活用    社会資源（施設、人材   社会資源の活用     毎年 
                     財源など）の活用状況   状況 
                     委託件数、委託率     委託状況 
 
        対象者の選定方法（優   保健指導対象者の割合   質問表         毎年 
        先度）は適切だったか   個人目標達成率      観察 
        支援プログラムは適切   満足度          アンケート 
        だったか         保健指導途中脱落率     
        対象者の満足度 
 
        保健指導の実施率は向   保健指導の実施率     保健指導実施報告    毎年 
        上しているか                    書 
 
  総 合   全体の健康状態の改善   死亡率、要介護率、    死亡、疾病統計、    毎年 
       （地域特性と関連付けて）  有病率、予備軍、有    健診データ 
                     所見率、改善率 
                     新規発症者、該当者数 
 
        医療費適正化効果     医療費（全体、生活習慣  レセプト 
       （地域の特徴と関連付けて） 病関連

  



(別紙 3) 

実施時期・場所 
実施体制 

総合健診 人間ドック
実施時期 場    所 

1  平成20年 6月23日 保健福祉センター（国保優先） 

1  平成20年 6月30日 保健福祉センター（国保優先） 

1  平成20年 7月22日 保健福祉センター（国保優先） 

1  平成20年 7月23日 保健福祉センター（国保優先） 

1  平成20年 7月24日 保健福祉センター（国保優先） 

1  平成20年 7月28日 作谷沢ふれあい自然館 

1  平成20年 8月 6日 保健福祉センター 

1  平成20年 8月18日 保健福祉センター 

1  平成20年 9月26日 保健福祉センター 

1  平成20年10月 4日 保健福祉センター 

1  平成20年10月 6日 保健福祉センター 

1  平成20年10月 7日 保健福祉センター 

1  平成20年11月 4日 保健福祉センター 

1  平成20年11月28日 保健福祉センター 

 1 平成20年 7月16日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 7月17日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 7月19日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 7月22日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 7月23日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 8月 1日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 8月19日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 8月21日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 8月25日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 8月27日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 8月29日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 9月 1日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 9月 3日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 9月 4日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 9月 5日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 9月16日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年 9月17日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

  



 1 平成20年 9月18日 山形検診センター（人間ドック）（国保優先） 

 1 平成20年10月 4日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年10月 6日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年10月 7日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年10月 8日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年10月 9日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年10月10日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年11月12日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年11月13日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年11月14日 山形検診センター（人間ドック） 

 1 平成20年11月15日 山形検診センター（人間ドック） 

 

 

  


